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代 表 者 名  代 表 取 締 役  嶋 本  篤 
コード番号  7 7 7 2  札 証 ア ン ビ シ ャ ス 
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親会社および主要株主である筆頭株主並びに 

主要株主である「その他関係会社」の異動に関するお知らせ 

 
 
 ユニパルス株式会社（東証第二部 コード：6842、以下、「ユニパルス」といいます。）は、平成20年10月
15日（水曜日）より実施しておりました当社の普通株式および新株予約権に対する公開買付け（以下、「本
公開買付け」といいます。）が、平成20年12月２日（火曜日）をもって終了し、平成20年12月10日（水曜
日）付けで、ユニパルスが当社の親会社および主要株主である筆頭株主に該当することとなりましたので、
下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．異動が生じた経緯 
ユニパルスは、平成20年10月15日から平成20年12月２日までの33営業日において本公開買付けを
実施しておりましたが、本日、ユニパルスより本公開買付けに対して当社の普通株式を 20,645 株および
新株予約権を普通株式に換算した数0株の応募があった旨の報告がありました。 
この結果、平成20年12月10日（決済の開始予定日）付けでユニパルスの所有する当社の議決権の数が総
株主の議決権に対する割合で92.64％となり、ユニパルスは当社の親会社および主要株主である筆頭株主
に該当することとなります。また、これまで当社の主要株主で筆頭株主でもありました日本ライトン株式
会社（ＪＡＳＤＡＱ コード：2703）及び、主要株主で「その他の関係会社」（当社が他の関係会社の関
連会社である場合における当該他の会社）でもありましたＮＩＳＰ２投資事業有限責任組合（無限責任業
務執行組合員 エヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社、代表取締役：吉村 昇、所在地：
東京都新宿区西新宿一丁目25番１号）は、ユニパルスによる本公開買付けに対し、保有する株式全部を応
募した結果、当社の総株主の議決権に対する所有割合が０％となり、それぞれ当社の主要株主に該当しな
いこととなりました。 
なお、本公開買付けの結果の詳細につきましては、ユニパルスが公表しておりますプレスリリース「株
式会社ナノテックス株券等に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」をご参照くだ
さい。 
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２．今回の異動で新たに親会社および主要株主である筆頭株主に該当することとなる会社の概要 
 (1) 親会社および主要株主である筆頭株主となる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本の額及び事業の

内容等 
① 名 称 ユニパルス株式会社 
② 本 店 所 在 地 東京都中央区銀座七丁目16番３号 
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 吉本 喬美 
④ 主 な 事 業 内 容 エレクトロニクス機器の開発、製造、販売 
⑤ 資 本 金 1,733百万円（平成20年10月14日現在） 
⑥ 決 算 期 ９月 

資 本 関 係 当社株式１株を保有しております。 
人 的 関 係 該当事項はありません。 
取 引 関 係 該当事項はありません。 

⑦ 
当 社 と の 関 係 
（平成20年10月14日現在） 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 
 
 (2) 異動前後における親会社および主要株主である筆頭株主となるものの議決権数および総議決権数に対

する割合 

 議決権の数 
（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 
（発行済株式総数に対する割合） 大株主順位 

異動前 1個  
(1株) 

0.00%  
(0.00%) ― 

異動後 20,646個  
(20,646株) 

92.64%  
(89.30%) 第１位 

（注１） 「議決権の総数に対する割合」は、異動前、異動後ともに、平成20年11月14日に提出いた
しました第８期第１四半期報告書に記載された発行済株式総数23,120株に係る総株主の議
決権の数22,286個を基準として計算しております。 

（注２） 「議決権の総数に対する割合」および「発行済株式総数に対する割合」は小数点第三位を
四捨五入して計算しております。 

 
３．今回の異動で主要株主である筆頭株主に該当しなくなる会社 
(1) 主要株主である筆頭株主に該当しなくなる会社の名称、住所、代表者の氏名、資本の額及び事業の内
容等 
① 名 称 日本ライトン株式会社 
② 本 店 所 在 地 東京都千代田区外神田二丁目16番２号 
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 余 敬倫 
④ 主 な 事 業 内 容 一般電子部品の販売および電子機器の製造受託サービス 
⑤ 資 本 金 1,396百万円（平成20年11月30日現在） 

 
(2) 異動前後における主要株主である筆頭株主に該当しなくなる会社の議決権数および総議決権数に対す
る割合 

 議決権の数 
（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 
（発行済株式総数に対する割合） 大株主順位 

異動前 7,098個  
(7,098株) 

31.85%  
(30.70%) 第１位 

異動後 ―個  
(―株) 

―%  
(―%) ― 

（注１） 「議決権の総数に対する割合」は、異動前、異動後ともに、平成20年11月14日に提出いた
しました第８期第１四半期報告書に記載された発行済株式総数23,120株に係る総株主の議
決権の数22,286個を基準として計算しております。 

（注２） 「議決権の総数に対する割合」および「発行済株式総数に対する割合」は小数点第三位を
四捨五入して計算しております。 
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４．今回の異動で主要株主である「その他の関係会社」に該当しなくなる団体 

(1) 主要株主である「その他の関係会社」に該当しなくなる団体の名称、住所、代表者の氏名及び事業の

内容等 
① 名 称 ＮＩＳＰ２投資事業有限責任組合 
② 所 在 地 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 

③ 代表者の役職・氏名 
無限責任業務執行組合員 エヌ・アイ・ストラテジック・パート
ナーズ株式会社 代表取締役 吉村 昇 

④ 主 な 事 業 内 容 投資事業有限責任組合 

 
(2) 異動前後における主要株主である「その他の関係会社」に該当しなくなる団体の議決権数および総議
決権数に対する割合 

 議決権の数 
（所有株式数） 

議決権の総数に対する割合 
（発行済株式総数に対する割合） 大株主順位 

異動前 7,000個  
(7,000株) 

31.41%  
(30.28%) 第２位 

異動後 ―  
(―) 

―  
(―) ― 

（注１） 「議決権の総数に対する割合」は、異動前、異動後ともに、平成20年11月14日に提出いた
しました第８期第１四半期報告書に記載された発行済株式総数23,120株に係る総株主の議
決権の数22,286個を基準として計算しております。 

（注２） 「議決権の総数に対する割合」および「発行済株式総数に対する割合」は小数点第三位を
四捨五入して計算しております。 

 
５．異動予定年月日（決済の開始予定日） 

平成20年12月10日(水曜日) 
 
６．今後の見通し 
ユニパルスは、本公開買付けにより、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の 92.64％を所有す
ることになりますが、同社の平成 20 年 10 月 14 日付プレスリリース「株式会社ナノテックス株券等に対
する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載しております通り、当社の発行済株式の全てを取得でき
なかったことから、以下の方法により、ユニパルスを除く当社の株主に対してユニパルスを完全親会社、
当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の方法により、当社の発行済普通
株式の全てを取得することを予定しております。 
本株式交換により当社株式１株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算定す
る予定ですが、本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる当社の株主
は、法令の手続に従い、当社に対して株式買取請求を行うことができます。この場合の１株当たりの買取
価格は、本公開買付けの買付価格及び本株式交換に際して当社株式１株につき交付される金銭の額と異な
る可能性があります。 
なお、ユニパルスは、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後のユニパルスによ
る当社株券等の所有割合及びユニパルス以外の当社株主の保有状況等によって、上記方法に代えて、他の
方法により当社を完全子会社化する可能性があります。 
さらに、当社の普通株式は、現在、証券会員制法人札幌証券取引所（以下「札幌証券取引所」といいま
す。）アンビシャス市場に上場しておりますが、札幌証券取引所の上場廃止基準に従い、当社の株券が所
定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で同基準に該当しない
場合でも、本公開買付けの終了後に、上記記載の手続に従い、ユニパルスが当社の発行済普通株式の全て
を保有することを予定しておりますので、その場合には当社の株券は上場廃止となる見込みです。上場廃
止後は、当社の株式を札幌証券取引所において取引することができなくなり、当社の株式を売却すること
が困難になることが予想されます。 
 



 - 4 - 

 
（ご参考）本日現在の発行済株式総数及び資本の額 

発行済株式総数 23,120株 
資本の額  286,750,000円 

 
 

以 上 
 
 


